
新型コロナウイルス感染症の状況及び
本市の取組みについて

第６回新型コロナウイルス感染症対策本部会議
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令和２年３月５日



① 医師が診断上必要と認める場合にPCR検査を実施し、患者を把握。

② 患者が確認された場合、積極的疫学調査を実施し、濃厚接触者を把握。

③ 濃厚接触者に対しては、健康観察や外出自粛等により感染拡大防止を図る。
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１ 患者が増加した場合の各対策の移行

① PCR等検査は、重症化防止の観点から、入院を要する肺炎患者等の診断・治療に
必要な検査を優先する。

１ サーベイランス/感染拡大防止策

～講じていくべき施策～

～現行の取組～

令和２年３月１日：厚労省対策推進本部通知
「地域で新型コロナウイルス感染症の患者が増加した場合の各対策
（サーベイランス、感染症拡大防止策、医療提供体制）
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２ 医療提供体制（外来診療体制）

① 帰国者・接触者相談センター及び帰国者・接触者外来を設置。

～現行の取組～

～講じていくべき施策～
（１）外来診療体制
① 帰国者・接触者外来を増設
② 一般の医療機関において、必要な感染予防策を講じた上で外来診療を行う

（２）慢性疾患等を有する定期受診患者等には電話等を用いた処方等を行う

（３）地域住民等への呼びかけ

① 通常の風邪と症状が変わらない場合は、必ずしも医療機関を受診する必要はないこと

② 自宅療養している方は、状態が変化した場合には、帰国者・接触者相談センターやか
かりつけ医に相談するなどして医療機関を受診すること

１ 患者が増加した場合の各対策の移行
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３ 医療提供体制（入院医療提供体制）

① 重症化するおそれが高い者に対する入院医療の提供に支障をきたすと判断される
場合、一般の医療機関においても必要な病床を確保する。

～現行の取組～

① 感染症指定医療機関等への入院措置を実施。

～講じていくべき施策～

１ 患者が増加した場合の各対策の移行

４ 各対策の移行に当たっての地域の範囲

各対策の移行の単位は、医療圏単位、市町村単位のいずれでも、差し支えない。
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●平時の感染症対策

手洗い、手指消毒、咳エチケット、換気

●共用部の感染対策

手指が頻繁に接触するドアノブや手すりなどの

共用箇所の消毒

・アルコールや次亜塩素酸ナトリウムを

使用した拭き上げによる消毒を実施。

・チラシを作成、市ホームページ、掲示板への

掲載

２ 感染症予防・対策の基本



・市長メッセージをホームページへ掲載。

「英語翻訳版」と「やさしい日本語版」も作成し掲載。

※「＜やさしい日本語＞版」について
外国人など、日本語理解が十分ではない方に

もわかりやすい日本語で作成

３ 新型コロナウイルス感染症に係る周知に
ついて
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ホームページ変更点

①市長メッセージ・福島市における方針を掲載 ②関連情報を一元化

（英語翻訳版、やさしい日本語版）



（１）市民等からの相談対応状況

（件）

【主な相談内容】
・健康状態に
ついて
・受診について
・予防法
・検査について
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４ 相談状況

計 ４５９件 （１月２３日～）



（２）医療機関からの相談対応状況

（件）

【主な相談内容】
・検査について
・患者からの相談
対応について
・院内感染対策
について
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４ 相談状況

計 ４８件 （１月１８日～）


